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○大台町商工業者事業資金利子補給補助金交付要綱 

平成27年３月24日告示第85号 

改正 

令和４年２月21日告示第14号 

大台町商工業者事業資金利子補給補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、町内商工業者が設備投資や雇用拡大を行う事業所を支援することで商工業の

振興を図り、もって制度資金の借入者に対して、利子補給補助金（以下「補助金」という。）を

交付することにより、商工業者の経営の安定を図ることを目的とする。 

（補助対象となる制度資金） 

第２条 補助の対象は、町内で商工業を営み、大台町商工会（以下「商工会」という。）に加入し、

かつ、町税を完納している会員が、商工会を通じて利用した次に掲げる制度資金に対する利子補

給とする。 

制度名 融資の種類 

日本政策金融公庫融資制度 新企業育成貸付のうち、新規開業資金、女性、若者／シ

ニア起業家資金、再チャレンジ支援融資（再挑戦支援資

金）、新事業活動促進資金及び中小企業経営力強化資金、

マル経融資（経営改善貸付） 

三重県中小企業融資制度 小規模事業資金（小口） 

２ 前項に掲げる制度資金のうち、次に該当する資金は、対象としない。 

(１) 借入期間１年未満の資金 

(２) 事業運転資金のみ借り入れる資金 

（補助金の交付方法） 

第３条 補助金は、単年度補助とし、毎年１月１日から12月31日までの期間に融資を受けた者に対

し交付するものとする。 

（補助率及び利子補給限度額並びに対象期間） 

第４条 補助率は、借入金額の１パーセント以内とし、１事業者の利子補給限度額は、20万円とす

る。 

２ 大台町に住所を有する者又は住所を有する予定の者を継続雇用する場合は、対象期間を３年間
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延長し補助金を交付する。 

３ 融資利率が1.0パーセント未満となる場合は、融資額に融資利率を乗じた額を補助金の額とする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請人」という。）は、商工会長を代理人とし

て委任し、商工会長は、商工業者事業資金利子補給補助金交付申請書（第１号様式）に掲げる書

類を添えて町長に提出しなければならない。 

(１) 委任状 

(２) 借用証書の写し又は融資実行後の保証書の写し 

(３) 雇用を証明できる書類。２年目以降申請を受ける場合においては、雇用が継続しているこ

とが分かる書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、前条により申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適

当であると認めたときは、商工会長に対して商工業者事業資金利子補給補助金交付決定通知書（第

２号様式）を交付するものとする。 

（補助金の請求） 

第７条 申請人は、補助金の請求をしようとするときには、商工会長を代理人として委任し、商工

会長は、次に掲げる書類を添えて、商工業者事業資金利子補給補助金交付請求書（第３号様式）

を町長に提出しなければならない。 

(１) 補助金等の交付決定通知書の写し 

(２) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（補助金の交付等） 

第８条 町長は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、商

工会長を通じて交付する。 

２ 前項により補助金の交付を受けたときは、商工会長は、速やかに申請人に支給し、商工業者事

業資金利子補給補助金台帳（任意様式）等関係書類を整備しなければならない。 

（補助金の返還） 

第９条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知を取り消し、

又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(１) 補助金交付の目的又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。 

(２) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、補助事業の施行について不正の行為があったと
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き。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行し、平成27年１月１日から適用する。 

附 則（令和４年２月21日告示第14号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第５条関係） 
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第２号様式（第６条関係） 
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第３号様式（第７条関係） 

 


